
新潟市水道局契約公告第４号                 

入 札 公 告 

下記のとおり一般競争入札を行いますので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の６及び新潟市水道局契約規程（昭和５９年新潟市水道局管理規程第

５号）第８条及び新潟市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程第３

条の規定に基づき公告します。 

なお，この入札に係る調達は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受けるものである。 

 平成２６年７月７日 

新 潟 市 水 道 事 業 管 理 者 

水道局長 元 井 悦 朗 

１ 調達内容 

(1)  調達物品及び数量 

   料金システム機器リース及び保守 一式 

   （案件番号 第２６０３４４号） 

 (2) 調達物品の特質等 

   入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入場所 

   指定場所 

(4) 契約期間 

   平成２６年９月１日から平成３１年１０月３１日まで 

（リース及び保守期間は平成２６年１１月１日から平成３１年１０月３１日

まで） 

(5) 入札方法 

総価で入札に付する。なお，落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に

当該金額の８％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので，

入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず，見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1)  新潟市水道局の競争入札参加資格審査において審査を受け資格を有する者である

こと。 



(2)  地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(3)  新潟市水道局競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停

止の措置を受けていない者であること。  

(4)  その他入札説明書で定める要件。 

３ 入札手続等 

(1)  担当部局，問合せ先及び契約条項を示す場所 

    郵便番号９５１－８５６０  

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

    新潟市水道局総務部経理課契約係 

電話 ０２５－２６６－９３１１（代表） 内線３３６  

ＦＡＸ ０２５－２３１－３１００ 

 (2)  入札説明書等の公開日及び入手方法 

   本公告の日から新潟市水道局ホームページでダウンロードすること。 

http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/suido/jigyousha/ 

nyusatsu/wto_nyusatsu.html 

(3) 一般競争入札参加申請書の提出期間，場所及び提出方法 

平成２６年７月７日から平成２６年８月５日１７時までに上記３(1)に持参又は

郵送（書留等の配達記録が残る郵便に限る。）により提出すること。 

(4)  仕様書等についての質疑書の提出期間，場所及び提出方法 

      平成２６年７月７日から平成２６年８月５日１７時までに上記３(1)へファクシ

ミリにより提出すること。 

(5) 入札・開札の日時，場所  

     次のとおりとする。 

 平成２６年８月２９日  午前１１時００分  

場所は，上記３(1)の同所 入札室 

(6)  入札書の提出方法（持参又は郵送すること。） 

持参の場合  上記３(5)の指定する日時・場所に持参。  

郵送の場合  平成２６年８月２８日１７時まで上記３(1)の場所に必着とする。 

（郵送の場合は書留等の配達記録が残る郵便に限る。） 

４ その他 

(1)  契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金  免除 

(3) 契約保証金  新潟市水道局契約規程第３２条の規定による。金額は，契約総額

を１年間当たりの総額に換算した額の１００分の１０以上とす

る。 

(4) 入札の無効 

ア 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権



のない者がした入札 

   イ 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがた

い入札 

  ウ 入札者が２以上の入札（本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含

む。）をした場合におけるその者の全部の入札 

  エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

等に抵触する不正の行為によった入札 

 オ 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札 

  カ 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札 

  キ 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札 

  ク その他入札に関する条件に違反した入札 

  ケ 上記エ，オに該当する入札は，その入札の全部を無効とすることがある。 

 (5) 落札者の決定方法 

  ア 有効な入札書を提示した者であって，予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって申込みをした者を契約の相手方とする。 

  イ 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは，直ちに，当該入札

者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において，当該入札者のうち出

席しない者又はくじを引かない者があるときは，当該入札執行事務に関係のない

職員にこれに代わってくじを引かせ，落札者を決定する。 

  ウ 落札者を決定した場合において，落札者とされなかった入札者から請求があっ

たときは，速やかに落札者を決定したこと，落札者の氏名及び住所，落札金額並

びに当該請求者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が

無効とされた場合においては，無効とされた理由）を，当該請求を行った入札者

に書面により通知するものとする。 

(6) 契約書作成の要否  要 

 (7) 当該調達に関し，政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったと

きは，契約を停止し，又は解除することがある。 

(8) 競争入札参加資格の決定を受けていない者の参加 

   上記２(1)に掲げる競争入札参加資格の決定を受けていない者が競争に参加する

ためには，当該参加資格を有する旨の決定を受けなければならない。 

(9) 本契約は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長

期継続契約であるため，本契約締結日の属する年度の翌年度以降において，当該金

額について減額又は削除があった場合は，本契約を変更又は解除することがある。 

(10) 詳細は入札説明書による。   

５ Summary  
(1) Type and Quantity of Product for Procurement: 

Fare system equipment lease and maintenance  
 Quantity: 1 

(2) Lease and maintenance period: 



   November 1, 2014 – October 31, 2019 
(3) Date for Submitting Tenders: 
   August 29, 2014 (11:00 AM) 
(4) Contact for Information about Tenders: 

Contract Section, Accounting Division, 
General Affairs Department, Water Supply Bureau, City of Niigata 
1-3-3 Sekiya-shimokawara-cho, Chuo-ku, Niigata City 951-8560 
Phone: 025-232-7323 



入 札 説 明 書 

調達物品名   

料金システム機器リース及び保守 

新潟市水道局総務部経理課 



この入札説明書は，政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号），地方自治法（昭和２２

年法律第６７号），地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。），

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号），

新潟市水道局契約規程（昭和５９年新潟市水道局管理規程第５号。以下「規程」という。），新

潟市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成１９年新潟市水道局管理規

程第４号。以下「特例規程」という。），本件の調達に係る入札公告（以下「入札公告」という。）

のほか，新潟市水道局が発注する調達契約に関し，一般競争に参加しようとする者（以下「競争

加入者」という。）が熟知し，かつ，遵守しなければならない一般的事項を明らかにするもので

ある。 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 調達物品名及び数量 

料金システム機器リース及び保守 一式 

（案件番号 第２６０３４４号） 

(2) 調達物品の特質等 

別添「料金システム機器リース及び保守仕様書」のとおり 

(3) 履行場所 

指定場所 

(4) 契約期間 

平成２６年９月１日から平成３１年１０月３１日まで 

（リース及び保守期間は平成２６年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで） 

(5) 入札方法 

リース及び保守期間全体の総価で入札に付する。なお，落札決定に当たっては，入札書

に記載された金額に当該金額の８％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするの

で，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず，見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。（公告日に

おいて名簿登録のない者については，下記「14 競争入札参加資格審査申請」を参照の

上，必要な申請を行うこと。） 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(3) 新潟市水道局競争入札参加資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措

置を受けていない者であること。 

(4) 新潟市水道局競争入札参加資格業者指名停止等措置要領での別表２の１０（暴力的不

法行為）の適用に該当しない者であること。 

(5) 当該調達機器に関し，納品後，当局の求めに応じて，迅速な保守・点検・修理等の体

制が整備されていることを証明できる者であること。 



(6) 当該調達機器に関し，要求仕様書に記載の要件等を全て満たしていることを証明でき

る者であること。 

(7) 保守業務は性質上，当局の業務に関する情報が記録されている機器を取り扱い，その

情報を知り得るため，情報を適切に管理し機密を保持するための包括的な取り組みを行

っている業者を選択することが肝要であることから，保守業務を担当する業者は「情報

セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ)適合性評価制度における認証」を取得

している者であること。 

３ 問い合わせ先等 

郵便番号９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

新潟市水道局総務部経理課契約係 

電話０２５－２６６－９３１１（代表） 内線３３６  

ＦＡＸ ０２５－２３１－３１００ 

４ 競争入札参加申請等 

(1) 本件調達物品の入札に参加を希望する者は，様式第１号「秘密保持誓約書」，様式第

２号「一般競争入札参加申請書」，様式第３号「供給機器に関する保守・点検・修理等

の体制調書」及び提供機器の仕様について当局の提示した要求仕様書における各基準項

目の標準装備や数値等が判断できる書類またはパンフレット等を，平成２６年８月５日

１７時までに上記３の場所に直接持参または郵便（書留等の配達記録が残る郵便に限

る。）により提出すること。 

(2) 入札者は，提出された書類に関し説明を求められた場合は,それに応じなければなら

ない。 

(3) 提出書類に基づき審査を行い，入札参加の可否を決定し，一般競争入札参加資格結果

通知を平成２６年８月１８日までに発送する。 

(4) 一般競争入札参加申請書提出後に入札参加を辞退する場合は，書面で届け出ること。 

５ 入札保証金 

入札保証金は免除する。 

６ 入札及び開札 

(1) 入札・開札日時及び場所 

ア 日 時 平成２６年８月２９日（金） 午前１１時００分 

イ 場 所 上記３の同所 入札室 

(2) 郵送による入札書の受領期間及び提出先 

ア 受領期間 平成２６年８月１９日から平成２６年８月２８日 １７時まで 

イ 提出先  上記３の場所へ提出すること。 

   ウ 郵送方法 書留等の配達記録が残る郵便に限る。 

(3) 競争加入者又はその代理人は，別添の仕様書，契約書(案)及び規程を熟知の上，入札を



しなければならない。仕様書等について疑義がある場合は，様式第４号「質疑書」を平成

２６年７月７日から同年８月５日１７時まで，上記３へファクシミリにより提出すること。 

(4) 競争加入者又はその代理人は，本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人と

なることができない。 

(5) 入札室には，競争加入者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし，

入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は，付添人を認めることがある。 

(6) 競争加入者又はその代理人は，入札開始時刻後においては，入札室に入室することがで

きない。 

(7) 競争加入者又はその代理人は，入札室に入室しようとするときは，入札担当職員に一般

競争入札参加資格確認結果通知書(写し可）並びに代理人をして入札させる場合において

は，入札権限に関する委任状を提出すること。 

(8) 競争加入者又はその代理人は，入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場

合のほか，入札室を退室することはできない。 

(9) 競争加入者又はその代理人は，様式第５号「入札書」及び様式第６号「委任状」を使用

すること。 

(10) 競争加入者又はその代理人は，次の各号に掲げる事項を記載した様式第５号「入札書」

を提出しなければならない。 

ア 競争加入者の住所，会社（商店）名，入札者氏名及び押印（外国人にあっては，署

名をもって押印に代えることができる。以下同じ。） 

イ 代理人が入札する場合は，競争加入者の住所，会社（商店）名，受任者氏名（代理

人の氏名）及び押印 

ウ 件名（調達物品名及び数量） 

エ 場所（履行場所） 

オ 入札金額 

(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は，日本語に限る。また，入札金額は，日

本国通貨による表示とすること。 

(12) 入札書は封書に入れ，かつ，その封皮に入札の日付，品名，競争加入者の氏名（法人

にあっては，その名称又は商号）を記載し，入札公告に示した日時に入札すること。なお，

郵便（書留等の配達記録が残る郵便に限る。）により入札する場合については，二重封筒

とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きし，上記で示した入札書のほか，一般

競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信，電報，電話その他の

方法による入札は認めない。 

(13) 入札書及び委任状は，ペン又はボ－ルペン（鉛筆は不可）を使用すること。 

(14) 競争加入者又はその代理人は，入札書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部分に

ついて押印しておくこと。 

(15) 競争加入者又はその代理人は，その提出した入札書の引換え，変更，取消しをするこ

とができない。 

(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき，又は災害その他やむを得ない理由

が生じたときは，入札を中止し，又は入札期日を延期することがある。 

(17) 談合情報等により，公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽選に



より入札者を決定するなどの場合がある。 

(18) 開札は，競争加入者又はその代理人が出席して行う。この場合において，競争加入者

又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ

てこれを行う。 

(19) 開札した場合においては，競争加入者又はその代理人の入札のうち，予定価格の制限

に達した価格の入札がないときは，直ちに再度の入札を行う。競争加入者又は代理人が開

札に立ち会わない場合は，再入札に参加する意思がないものとみなす。また，後記７の各

号に該当する無効入札をした者は，再入札に加わることができない。 

(20) 再入札は１回とし，落札者のない場合は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規程により最終入札において有効な入札を行った者のうち，最低金額を記載した競争

加入者と随意契約の交渉を行うことがある。 

７ 入札の無効 

次の各号に該当する入札は，これを無効とする。 

(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権の

ない者がした入札 

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入

札 

(3) 入札者が２以上の入札（本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。）を

した場合におけるその者の全部の入札 

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵

触する不正の行為によった入札 

(5) 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札 

(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札 

(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札 

(8) その他入札に関する条件に違反した入札 

(9) 上記(4)，(5)に該当する入札は，その入札の全部を無効とすることがある。 

８ 落札者の決定 

(1) 有効な入札書を提示した者であって，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申

込みをした者を契約の相手方とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに，当該入札者にくじ

を引かせて落札者を決定する。この場合において，当該入札者のうち出席しない者又はく

じを引かない者があるときは，当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじ

を引かせ，落札を決定する。 

(3) 落札者を決定した場合において，落札者とされなかった入札者から請求があったときは，

速やかに落札者を決定したこと，落札者の氏名及び住所，落札金額並びに当該請求者が落

札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては，

無効とされた理由）を，当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。 



９ 契約の停止等 

本調達物品の契約に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったと

きは，契約を停止し,又は解除することがある。 

10 契約保証金 

新潟市水道局契約規程第３２条の規定による。金額は，契約総額を１年間当たりの総額に換算 

した額の１００分の１０以上とする。

11 契約書の作成 

(1) 契約書を作成する場合においては，落札者は，交付された契約書に記名押印し，落札

決定の日から１０日以内の間に当該契約を締結すること。ただし，特別の事情があると

認めるときは，契約の締結を延長することができる。 

(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は，日本語及び日本国通貨に限

る。 

12 支払いの条件 

業務委託の代金は，当局の検査に合格した後，適正な請求書に基づいて支払う。 

13 契約条項 

別添「契約書（案）」による。 

14 競争入札参加資格審査申請 

本調達物品の公告時に，新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で

本調達物品の入札に参加を希望する者は，政府調達（ＷＴＯ）契約に係る業務委託入札参加

資格審査申請書を平成２６年８月５日１７時までに下記へ提出すること。なお，申請書類は

新潟市水道局ホームページから取得することができるほか，新潟市水道局総務部経理課で交

付する。 

郵便番号９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

新潟市水道局総務部経理課契約係 

電話０２５－２６６－９３１１（代表） 内線３３６ 

http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/suido/jigyousha/ 

nyusatsu/wto_shinsei.html 

15 その他 

   業務履行が困難と判断できる低価格での落札の場合は，費用，履行体制などについて調査

する場合がある。調査の結果，履行困難と判断した場合は，失格とする場合がある。



様式第１号 

秘密保持誓約書 

                 （以下「乙」という。）は，「グループウェアノートパソコ
ン機器賃貸借及び保守（平成２５年度更新分）に関する業者選定（以下「本件」という。）」の秘密
保持に関し新潟市水道局（以下「甲」という。）に対し次のとおり誓約します。 

 （目的） 
第１条 本秘密保持誓約は甲が本件において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。 
 （秘密情報） 
第２条 本誓約において，秘密情報とは甲から乙に対して明確に秘密と指定されて開示される本件の
仕様書等の情報で，公には入手できない情報とします。 

 （適用除外） 
第３条 前条にかかわらず，本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものと
します。 

（１）公知の情報 
（２）甲から乙が開示を受けた後，乙の責によらないで公知となった情報 
（３）開示について甲の書面により事前の許可がある場合 
 （秘密保持） 
第４条 乙は，甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り，秘密情報を第三
者に対して開示または漏洩しません。 

 （目的外使用の禁止） 
第５条 乙は秘密情報を本件のために必要な限りにおいて利用できるものとし，事前に甲の書面によ
る許可を得ない限りは，本件以外の目的には一切使用又は利用しません。 

 （損害賠償） 
第６条 乙が本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり，外部に持ち出したりしたことで甲が損
害を被った場合には，甲は乙に対して損害賠償を請求し，かつ，甲が適当と考える必要な措置を採
ってもかまいません。 

 （情報の返還） 
第７条 乙は本件終了後には甲から開示・提供を受けた秘密情報を甲に返却し，また甲の事前の承認
を得て作成した複製物を廃棄します。 

 （協議事項） 
第８条 本誓約に定めのない事項に関しては，別途甲と協議の上，円満に解決を図ります。 

 誓約日 平成   年   月   日 

乙 

法人住所    

法人名   

代表者名                            （印） 



様式第２号 

一般競争入札参加申請書 

平成  年  月  日 

（あて先）新潟市水道事業管理者 

申請者 

所在地 

商号又は名称 

代表者氏名               印 

担当者                  

（電話番号                ） 

（ＦＡＸ番号               ） 

下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので，入札説明書に記載された入札に参加する

者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。 

記 

公告年月日 平成２６年７月７日 

案 件 番 号 第２６０３４４号 

調達物品名 料金システム機器リース及び保守 



様式第３号 

供給機器に関する保守・点検・修理等の体制調書 

商号又は名称 

１ 供給機器に関する保守・点検・修理等の体制について，該当する番号に○印で囲むこと。 

（１）供給機器については，新潟市水道局総務部営業課から故障等の連絡があった場合，迅速

に対応をとることが可能です。 

（２）供給機器については，新潟市水道局総務部営業課から故障等の連絡があった場合，迅速

に対応をとることができません。 

※「迅速に対応」とは，新潟市水道局総務部営業課が当日午前中に求めた依頼は当日の午後に，

当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することをいう。

２ 保守・点検・修理等の体制について 

項目 体制 備考 

技術支援業者名称  法人名を記入 

住所  所在地を記入 

当社との関係  直営・協力 

技術スタッフ数 人 スタッフ数を記入 

常時対応可能なスタッフ数 人 スタッフ数を記入 

作業着手までの所用時間 時間 時間を記入 

緊急時の技術員派遣体制  有・無 

３ 対応スタッフの取得資格等について 

資格等の名称 取得人数 

 人

 人

 人

 人

 人

※「取得資格等」とは，供給機器のハードウェア及びソフトウェアメーカー認定資格や経済産業省 

情報処理技術者資格等をいう。 

４ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証取得について，該当する

番号に○印で囲むこと。

（１）情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証取得をしています。 

認証登録番号： 

（２）情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証取得をしていません。 



様式第４号

質 疑 書 

平成   年   月   日 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名                印

（担当者                  ） 

（電話番号                 ） 

（FAX番号                   ） 

１ 案件番号   第２６０３４４号 

２ 調達物品名  料金システム機器リース及び保守 

 回答は，本質疑書の提出後１０日以内に新潟市水道局ホームページ，[事業者窓口]の［契約関

係情報］の［政府調達（ＷＴＯ）契約に係る入札］で質疑回答に掲示します。 

質 疑 事 項 

注１ この質疑書は，仕様書等に対して質問がある場合（入札に必要な事項に限る）にのみ提出し

てください。

注２ 提出期間を過ぎた場合は受理しません。 



様式第５号

入 札 書

平成  年  月  日

(あて先) 新潟市水道事業管理者

住 所

氏 名             ○印

                      受任者              

新潟市水道局契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。

 件  名 料金システム機器リース及び保守

場  所 指定場所

入 札 金 額

百 千 円

入 札 保 証 金

百

免

千

除

円



様式第５号 

[記載例] 

入 札 書

平成○○年○○月○○日

(あて先) 新潟市水道事業管理者

住 所

氏 名              

                      受任者  ○○ ○○       

新潟市水道局契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。

 件  名  ○○○○○

場  所 指定場所

入 札 金 額

百 千 円

入 札 保 証 金

百

免

千

除

円

○○県○○市○○区○○町

   ○丁目○○番○○号

△△株式会社

代表取締役 ○○ ○○

¥   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

受任を受けて入札する場合には，

受任者名を記入し，押印してください。



様式第６号

委 任 状

平成  年  月  日

(あて先) 新潟市水道事業管理者

私は次の者をもつて，下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。

委任者 住 所

氏 名             ○印

受任者 氏 名             ○印

記

件 名 料金システム機器リース及び保守



様式第６号 

[記載例] 

委 任 状

平成○○年○○月○○日

(あて先) 新潟市水道事業管理者

私は次の者をもつて，下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。

委任者 住 所 

氏 名             ○印

受任者 氏 名  ○○  ○○     ○印

記

件 名   ○○○○○○○○○○○○

○○県○○市○○区○○町

○○丁目○○番○○号

○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○



料金システム機器リース及び保守仕様書 

平成２６年７月 

新潟市水道局営業課 
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この仕様書は，新潟市水道局（以下「甲」という。）が平成 26 年度に更新準備を行う料金シス

テム機器の調達に関する甲と受託者（以下「乙」という。）の契約履行について必要事項を定め

るものである。 

１ 件名 

料金システム機器リース及び保守  一式 

２ リース期間 

平成 26年 11 月１日から平成 31年 10 月 31 日まで（60 か月） 

３ 契約形態及び支払 

契約形態は，長期継続契約による総価契約とする。また，契約締結から賃貸借契約期間の開

始までは，甲が実施する当該機器の設定調整，動作テスト等を含めた検証期間とし，支払いに

ついては，平成 26 年 11 月 1 日から発生するものとする。 

４ 調達機器の内訳 

「１１ 機器等の仕様」に示す条件にかなったハードウェア及びソフトウェアを調達するこ

と。 

また，必要とする保守条件については，「８ 保守業務」のとおりとする。 

５ 作業計画書の作成 

乙は，契約締結後速やかに作業体制を確立し，下記の事項について記載した作業計画書を甲

へ提出し，承認を得ること。 

また，納入場所等の調査・確認については，事前に甲の承諾を得て行うこと。 

(1) 作業計画書 

ア. 機器の動作確認日程 

イ. 作業従事者名簿 

ウ. 動作確認済み機器の納入日程表 

エ. 搬入，据付，調整作業時間工程表 

６ 納入，設置及び撤去作業 

以下に示す作業に要する費用は，事前調査・調整を含めすべて乙の負担とする。 

なお，納入作業にあたっては，事前に甲と協議すること。 

(1) 納入条件 

ア. 調達機器等については，甲の指定する下記(4)に示す設置場所へ搬入すること。 

イ. 搬入，設置の際に発生する梱包材を回収・処分すること。 
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ウ. 調達機器等について単体試験を実施し，動作不良がないことを確認した上で納入する

こと。なお，単体試験実施時には甲の指定するシステム開発業者立会の元で行うものと

する。 

(2) 作業範囲 

上記(1)に示す作業において，乙の作業範囲は次のとおりとする。なお，機器等の設置に

伴って必然的に必要となる物品（ケーブルや接続部品等）については，本仕様書の記載の有

無に関わらず提供すること。 

ア. サーバ，ディスプレイ等のサーバラックへの搭載 

イ. 電源ケーブル及び LAN ケーブル等の接続 

ウ. ストレージの設定作業 

(3) 適用除外 

次に記載する業務については，甲が指定する他受託者と別途契約のうえ実施するため，本

業務の範囲に含めないものとする。 

ア. ネットワーク設定作業 

イ. 上記(2)ウ．に示す作業を除く，ハードウェアの設定作業 

ウ. ソフトウェアのインストール及び設定作業 

エ. 調達機器等のリース終了に伴うデータ並びに設定情報の消去，ラックからの機器の取

外し，撤去運搬等に関する作業 

(4) 設置場所 

ア. コールセンター緊急用サーバ機器等 

新潟市水道局本庁舎１階電算室 

イ. 上記ア．を除くサーバ機器等 

新潟市中央区内のデータセンター施設 

(5) 他業者との調整 

納入作業にあたっては，甲及び，この業務に関連して甲が指定する他の受託者と協議し，

相互の連携と協調を図り円滑に作業を進めること。また，協議内容は議事録に取りまとめ，

甲へ書面にて提出すること。 

(6) 納入期限 

平成 26年 10 月 14 日を目途とし，契約後，甲乙協議のうえ調整するものとする。 

(7) 納入及び作業の際の留意事項等 

ア. 作業従事者は，身分証明書を携帯し，甲からの請求がある場合には，速やかに提示する

こと。また，甲の事務所内においては，受託者であることを明記した名札を必ず着用す

ること。 

イ. 機器の動作確認作業に必要な場所は，甲の事務所内の機器または設備が必要な場合を除

き，乙が用意すること。また，乙が用意する場所は，施錠可能なものとし，無人になる

場合は必ず施錠を行うこと。 

ウ. 他の機器及び業務の妨げにならないよう配慮し実施すること。 
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エ. 乙の責により甲が指定する納入場所の設備等に損壊を生じさせた場合は，乙の責任にお

いてこれを補修すること。 

オ. 終了後は，清掃を行い，移動した机等を元に戻した後，甲へ完了報告を行うこと。なお，

搬入した梱包材等の廃棄は乙が行うこと。 

カ. 機器等の取扱説明を行うこと。 

キ. その他関連する作業を行うこと。 

７ その他の留意事項 

(1) 乙が供給する機器は，入札時に最新の製品または同等のものであり，かつ未使用のもの

であること。また，中古または中古部品を使用したものは，一切認めない。 

(2) 乙が機器を供給する際，モデルチェンジ等により当初予定の機器と異なる機器とならざ

るを得ない場合は，甲と事前協議を行うこと。 

(3) 乙が供給する機器等の操作説明書は，原則として日本語で記載されていることとし，機

器等の納入時に供給すること。 

(4) 乙が供給する機器等について，甲の要請に応じて操作説明を行うこと。 

８ 保守業務 

乙が行う機器の保守業務は，以下のとおりとする。   

(1) 保守対応の日時 

本システムは 24時間 365 日稼働するシステムであるため，24 時間 365 日連絡の取れる体

制を確保すること。また，連絡から障害対応開始までの所要時間は１時間以内とする。 

(2) 障害時の対応 

故障，機能停止等の異常が発生した場合は，甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し，

復旧すること。なお，当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し，当日午後に受け

付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また，現場における訪問修理作

業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること。 

(3) 保守期間 

本契約における保守期間は，リース開始から平成 31 年 10 月 31 日までとする。 

(4) 保守体制図の提出 

障害発生時の連絡先，保守体制を明記した保守体制図をリース期間開始までに甲へ提出す

ること。 

(5) 保守番号表の提出 

障害連絡時に機器の特定に必要な情報（保守管理番号や製造番号）と，甲が指定したホス

ト名（コンピュータ名）を関連付けた情報をリース期間開始までに電子媒体で甲へ提出する

こと。 

(6) 機器の交換 

機器の欠陥により故障，機能停止等の異常が発生した場合は，直ちに機器の交換を行うこ
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と。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は，該当する全ての機器を交換の対象とす

ること。 

(7) 作業結果報告書 

上記(2)及び(6)に示す作業終了後は，速やかに書面による作業結果報告書を作成し，その

都度甲へ提出すること。 

(8) 情報の消去 

上記(2)に示す作業でハードディスクの交換を行った場合，交換したハードディスクの内

容が読み取られないよう，交換後速やかにデータの消去またはディスクの破砕を行うこと。

また，報告書を上記(7)の作業結果報告書とは別に作成し，甲へ提出すること。 

(9) 部品等の梱包並びに運搬費用 

障害対応，保守点検等の作業を行う場合，部品等の梱包及び運搬費用は乙が負担すること。 

(10) 廃棄物 

乙は，保守業務で生ずる梱包等の廃棄物は，責任を持って処分すること。 

(11) その他 

ア. 保守業務は，次の条件を満たした者が保守を行うこと。（あらかじめ甲の承諾を得て再

委託した業者が行う場合については，その業者が以下の条件を満たしていること。） 

(ア) 本市内に営業所以上の事務所（保守サービス拠点）を有し，当該調達機器に関し，

納品後，甲の求めに応じて，迅速な保守・点検・修理等の体制が整備されていること。 

(イ) 「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度における認定」を

取得していること。 

イ. 保守業務に関する費用については，定期保守による対応とし，乙の障害対応要員の派遣

費用及び代替機の費用についても機器賃借料に含めるものとする。ただし，消耗品は含

まないものとする。 

ウ. 万一，ハードウェア及びソフトウェアに欠陥が発見された場合には，直ちに対応策がと

れること。また，機器に関連する技術的な質問に日本語で対応できる窓口を用意するこ

と。 

エ. ハードウェアとソフトウェアの障害切り分けが可能な技術者が本市内の事務所（保守サ

ービス拠点）に在籍していること。 

オ. 障害時の技術者の派遣回数を制限しないこと。また，派遣に係る費用は別途発生しない

こと。 

カ. サーバ機器について，サービスエンジニアによる年１回の定期点検作業を実施すること。 

９ セキュリティの保全 

乙は，本業務の履行にあたり，「新潟市情報セキュリティ基本方針」，「新潟市情報セキュリ

ティ対策基準」とともに次の事項を遵守し，甲の指示に従いセキュリティの保全に努めるもの

とする。特に，個人情報の保護に留意し，「新潟市個人情報保護条例」等，甲が定める規則，

規程，その他関係法令等を遵守すること。 
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また，本業務を履行する者，その他の者にその義務を遵守させるために必要な措置を講じ，

その旨を書面により報告しなければならない。なお，違反した場合は，「新潟市個人情報保護

条例」の罰則規定が適用される。 

 (1) データの複写及び複製の禁止 

乙は，本業務の履行にあたり，甲に指示された以外のデータの複写及び複製をしてはなら

ない。 

 (2) データファイルの帰属権 

ア. 記憶媒体等に記録された本業務に関する情報は，本業務の履行のために甲が提供した甲

の情報であり，乙は，その内容を侵す一切の行為をしないことを甲に保証すること。 

イ. 甲及び乙は，この契約に係る全ての情報の記録等，本業務の履行に必要なものは，甲の

所有物であることを確認する。ただし，乙が所有するソフトウェア及び著作権でこの契

約の履行のために適用したものについては，この限りではない。 

１０ その他 

この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は，甲乙協議し定める。 

１１ 機器等の仕様 

(1) 調達機器一覧表 

調達機器は，以下のとおりとする。 

表 11-1 調達機器一覧

項番 機器名 数量 備考 

ア 負荷分散用 AP サーバ 1 台 表 11-3-1 

イ AP サーバ 5 台 表 11-3-2 

ウ DB サーバ 1 台 表 11-3-3 

エ ストレージ装置 1 台 表 11-3-4 

オ バッチ・帳票出力サーバ 1 台 表 11-3-5 

カ 統計（EUC）サーバ 1 台 表 11-3-6 

キ 運用管理・バックアップサーバ 1 台 表 11-3-7 

ク バックアップテープ装置 1 台 表 11-3-8 

ケ 休日参照サーバ 1 台 表 11-3-9 

コ コールセンター緊急用サーバ 1 台 表 11-3-10 

サ レイヤー3スイッチ 2 台 表 11-3-11 

シ レイヤー2スイッチ 2 台 表 11-3-12 

ス ラック関連機器 1 式 表 11-3-13 

セ パッケージソフトウェア 1 式 表 11-3-14 
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(2) システムラック搭載条件  

調達機器は，甲が用意する以下の「表 11-2 システムラック基本条件」に記載のシステム

ラックに搭載できること。また，搭載するラックの本数は 2 本以内に搭載できる構成であ

ること。 

表 11-2 システムラック基本条件 

メーカ名・型番 外形寸法 
パネル取付 

有効スペース 

日東工業株式会社 

FSST100-720EKN/H 

W 

700mm 

H 

2,000mm 

D 

1,017mm 

EIA（タテ） 

42U 

(3）調達機器等仕様詳細 

ア．負荷分散用 AP サーバ（1台） 

表 11-3-1 負荷分散用 AP サーバ 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 本体形状 ラックマウント型  

 CPU（動作周波

数/コア数/3 次

キャッシュ） 

Intel Xeon プロセッサ E5-2420v2（2.20GHz/6 コア

/15MB）または同等以上の性能の CPU を 2 個搭載して

いること。 

 メインメモリ 32GB 以上であること。また，拡張可能なスロットを

備えていること。 

 内蔵 HDD 2.5 ドライブモデル，記憶容量 300GB 以上，回転数

10,000rpm 以上，接続インターフェース SAS（6Gb/s）

または同等以上の性能を有しているもの 2台。また，

RAID1 で構成し，HDDの 1 台に障害があっても稼働が

継続でき，活性交換が行えること。さらに、HDD 増設

による拡張が可能であること。 

 光学ドライブ DVD-ROM，CD-ROM の読み込みが可能な光ディスクドラ

イブを内蔵していること。 

 標準インター

フェース 

以下のインターフェースを有すること。 

・1000BASE-T 対応の LAN ポート×4以上 

・アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×2以上 

・シリアルポート(RS-232C/D-Sub9 ピン)×1以上 

・USB ポート×9以上 

 電源装置及び

FAN 

電源装置及びFANは冗長化により2個以上搭載してい

ること。電源装置は 80 PLUS(R) Titanium を取得した



7 

省電力なものとすること。また，活性交換ができるこ

と。 

入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）、コンセ

ント形状は二極並行アース付であること。 

ソフトウェア   

 OS 指定 Microsoft Windows Server 2012 Standard  

 システムバッ

クアップ 

以下のバックアップソフトウェアと同等以上とし， 

「ク．バックアップテープ装置」への直接システムバ

ックアップ及び復元が可能なこと。  

・CA ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows 

- Japanese 

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Agent for 

Open Files - Japanese 

 オフィスアプ

リケーション 

指定 Microsoft Office Professional 2013  

 バーコード 指定 Azalea C128Tools for Windows, Single User

 ハードウェア

監視（リモート

監視） 

ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU，メモリ，

HDD，電源装置など本機器が正常に動作するためのサ

ーバ状態の確認や設定が行えること。 

イ．AP サーバ（5台） 

表 11-3-2 AP サーバ 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 本体形状 ラックマウント型  

 CPU（動作周波

数/コア数/3 次

キャッシュ） 

Intel Xeon プロセッサ E5-2420v2（2.20GHz/6 コア

/15MB）または同等以上の性能の CPU を 2 個搭載して

いること。 

 メインメモリ 32GB 以上であること。また，拡張可能なスロットを

備えていること。 

 内蔵 HDD 2.5 ドライブモデル，記憶容量 300GB 以上，回転数

10,000rpm 以上，接続インターフェース SAS（6Gb/s）

または同等以上の性能を有しているもの 2台。また，

RAID1 で構成し，HDDの 1 台に障害があっても稼働が

継続でき，活性交換が行えること。また、HDD増設に

よる拡張が可能であること。 
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 光学ドライブ DVD-ROM，CD-ROM の読み込みが可能な光ディスクドラ

イブを内蔵していること。 

 標準インター

フェース 

以下のインターフェースを有すること。 

・1000BASE-T 対応の LAN ポート×4以上 

・アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×2以上 

・シリアルポート(RS-232C/D-Sub9 ピン)×1以上 

・USB ポート×9以上 

 電源装置及び

FAN 

電源装置及びFANは冗長化により2個以上搭載してい

ること。電源装置は 80 PLUS(R) Titanium を取得した

省電力なものとすること。また，活性交換ができるこ

と。 

入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）、コンセ

ント形状は二極並行アース付であること。 

 外付けバック

アップ装置 

記憶容量1.44MB以上，USB2.0インターフェースを備え

ているFlash FDDであること。 

AP サーバ用と

して 2本 

ソフトウェア   

 OS 指定 Microsoft Windows Server 2012 Standard  

 CAL 指 定  Microsoft Windows Server 2012 Remote 

Desktop Services Client Access License 

全部で170ライ

センス 

 仮想化 指定 Citrix XenApp Advanced Edition  同時接続ラ

イセンス 

全部で200ライ

センス 

 システムバッ

クアップ 

以下のバックアップソフトウェアと同等以上とし， 

「ク．バックアップテープ装置」への直接システムバ

ックアップ及び復元が可能なこと。 

・CA ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows 

- Japanese 

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Agent for 

Open Files - Japanese 

 オフィスアプ

リケーション 

指定 Microsoft Office Professional 2013  

 ハードウェア

監視（リモート

監視） 

ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU，メモリ，

HDD，電源装置など本機器が正常に動作するためのサ

ーバ状態の確認や設定が行えること。 
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ウ．DB サーバ（1台） 

表 11-3-3 DB サーバ 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 本体形状 ラックマウント型 CPU/IO モジュ

ール（CPU/メモ

リ/チップセッ

ト /HDD/ 電 源

/LAN/SCSI/PCI

スロット等）を

二重化してい

ること。 

 CPU（動作周波

数/コア数/3 次

キャッシュ） 

Intel Xeon プロセッサ E5-2670v2（2.50GHz/10 コア

/25MB）または同等以上の性能の CPU を 1CPU/IO モジ

ュールあたり 2個以上搭載していること。 

 メインメモリ 16GB 以上であること。また，拡張可能なスロットを

備えていること。 

 内蔵 HDD 2.5 ドライブモデル，記憶容量 146.5GB 以上，回転数

15,000rpm 以上，接続インターフェース SAS（6Gb/s）

または同等以上の性能を有しているもの 2台。また，

RAID1 で構成し，HDDの 1 台に障害があっても稼働が

継続でき，活性交換が行えること。 

 光学ドライブ DVD-RAM ドライブを搭載していること。  

 標準インター

フェース 

以下のインターフェースを有すること。 

・1000BASE-T 対応の LAN ポート×4以上 

・アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×1以上 

・USB ポート×4以上 

 ファイバチャ

ネル 

「エ．ストレージ装置」との接続インターフェースと

して，8Gbps 以上のファイバチャネルポートを有して

いること。  

 電源装置 電源装置は 80 PLUS(R) Pltinum を取得した省電力な

ものとすること。また，活性交換ができること。 

入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）、コンセ

ント形状は二極並行アース付であること。 

ソフトウェア   

 OS 指定 Microsoft Windows Server 2012 standard   
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 データベース 指定  

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition 

※Microsoft SQL Server 2008R2 Standard Edition

へのダウングレード媒体が添付されていること。 

 ジョブ管理 指定 WebSAM JobCenter SV(T0) R13.1  

 バックアップ 以下のバックアップソフトウェアと同等以上とし， 

「ク．バックアップテープ装置」への直接バックアッ

プ及び復元が可能なこと。  

・CA ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows 

- Japanese 

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Agent for 

Open Files - Japanese 

 ハードウェア

監視（リモート

監視） 

ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU，メモリ，

HDD，電源装置など本機器が正常に動作するためのサ

ーバ状態の確認や設定が行えること。 

エ．ストレージ装置（1台） 

表 11-3-4 ストレージ装置 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 筐体 3.5 インチ HDD を 24 台搭載できる構成であること。  

 キャッシュメ

モリ 

16GB 以上であること。  

 SASHDD 接続インターフェースは SAS 又は同等以上（6Gb/s）

の性能を有していること。記憶容量 600GB，回転数

15,000rpm 以上、接続インターフェース SAS（6Gb/s）

又は同等以上のもの 15 台。 

 ニアライン 

SASHDD 

記憶容量 1TB 以上，回転数 7,200rpm 以上，接続イン

ターフェース SAS（6Gb/s）または同等以上のもの 7

台。 

 ファイバチャ

ネル 

「ウ．DBサーバ」との接続インターフェースとして，

8Gbps 以上のファイバチャネルポートを有している

こと。  

 電源装置及び

FAN 

電源装置及び FAN は冗長化により 2個以上搭載してい

ること。 

 無停電電源装 ラックマウント型，常時商用方式であること。 2 台 
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置 定格容量は 1500VA/980W  AC100V であること。 

ソフトウェア   

 その他 以下の機能を持つソフトウェアを添付すること。 

・パス冗長化機能 

・負荷分散機能（動的，静的） 

・パス巡回機能 

・性能監視機能 

・分析機能 

・装置内複製作成機能 

・スナップショット機能 

・データレプリケーション機能 

・スナップショット機能 

・データ改ざん防止機能 

・省電力機能 

オ．バッチ・帳票出力サーバ（1台） 

表 11-3-5 バッチ・帳票出力サーバ 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 本体形状 ラックマウント型  

 CPU（動作周波

数/コア数/3 次

キャッシュ） 

Intel Xeon プロセッサ E5-2420v2（2.20GHz/6 コア

/15MB）または同等以上の性能の CPU を 2 個搭載して

いること。 

 メインメモリ 8GB 以上であること。また，拡張可能なスロットを備

えていること。 

 内蔵 HDD 2.5 ドライブモデル，記憶容量 300GB 以上，回転数

10,000rpm 以上，接続インターフェース SAS（6Gb/s）

または同等以上の性能を有しているもの 3台。また，

RAID5 で構成し，HDDの 1 台に障害があっても稼働が

継続でき，活性交換が行えること。また、HDD増設に

よる拡張が可能であること。 

 光学ドライブ DVD-ROM，CD-ROM の読み込みが可能な光ディスクドラ

イブを内蔵していること。 

 標準インター

フェース 

以下のインターフェースを有すること。 

・1000BASE-T 対応の LAN ポート×4以上 

・アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×2以上 
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・シリアルポート(RS-232C/D-Sub9 ピン)×1以上 

・USB ポート×9以上 

 電源装置及び

FAN 

電源装置及びFANは冗長化により2個以上搭載してい

ること。電源装置は 80 PLUS(R) Titanium を取得した

省電力なものとすること。また，活性交換ができるこ

と。 

入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）、コンセ

ント形状は二極並行アース付であること。 

ソフトウェア   

 OS 指定 Microsoft Windows Server 2012 Standard   

 システムバッ

クアップ 

以下のバックアップソフトウェアと同等以上とし， 

「ク．バックアップテープ装置」への直接システムバ

ックアップ及び復元が可能なこと。  

・CA ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows 

- Japanese 

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Agent for 

Open Files - Japanese 

 ジョブ管理 指定 WebSAM JobCenter SV(T0) R13.1  

 データ集計・分

析 

指定 SORTKIT for Server Ver8.1  

 ハードウェア

監視（リモート

監視） 

ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU，メモリ，

HDD，電源装置など本機器が正常に動作するためのサ

ーバ状態の確認や設定が行えること。 

カ．統計（EUC）サーバ（1台） 

表 11-3-6 統計（EUC）サーバ 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 本体形状 ラックマウント型  

 CPU（動作周波

数/コア数/3 次

キャッシュ） 

Intel Xeon プロセッサ E5-2420v2（2.20GHz/6 コア

/15MB）または同等以上の性能の CPU を 2 個搭載して

いること。 

 メインメモリ 16GB 以上であること。また，拡張可能なスロットを

備えていること。 

 内蔵 HDD 2.5 ドライブモデル，記憶容量 300GB 以上，回転数

10,000rpm 以上，接続インターフェース SAS（6Gb/s）
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または同等以上の性能を有しているもの 2台。また，

RAID1 で構成し，HDDの 1 台に障害があっても稼働が

継続でき，活性交換が行えること。また、HDD増設に

よる拡張が可能であること。 

 光学ドライブ DVD-ROM，CD-ROM の読み込みが可能な光ディスクドラ

イブを内蔵していること。 

 標準インター

フェース 

以下のインターフェースを有すること。 

・1000BASE-T 対応の LAN ポート×4以上 

・アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×2以上 

・シリアルポート(RS-232C/D-Sub9 ピン)×1以上 

・USB ポート×9以上 

・Fibre Channel コネクタ×1以上 

 ファイバチャ

ネル 

「エ．ストレージ装置」との接続インターフェースと

して，8Gbps 以上のファイバチャネルポートを有して

いること。  

 電源装置及び

FAN 

電源装置及びFANは冗長化により2個以上搭載してい

ること。電源装置は 80 PLUS(R) Titanium を取得した

省電力なものとすること。また，活性交換ができるこ

と。 

入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）、コンセ

ント形状は二極並行アース付であること。 

ソフトウェア   

 OS 指定 Microsoft Windows Server 2012 Standard  

 データベース 指定 Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition

※Microsoft SQL Server 2008R2 Standard Edition

へのダウングレード媒体が添付されていること。 

 ジョブ管理 指定 WebSAM JobCenter SV(T0) R13.1  

 システムバッ

クアップ 

以下のバックアップソフトウェアと同等以上とし， 

「ク．バックアップテープ装置」への直接システムバ

ックアップ及び復元が可能なこと。  

・CA ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows 

- Japanese 

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Agent for 

Open Files - Japanese 

 ハードウェア

監視（リモート

ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU，メモリ，

HDD，電源装置など本機器が正常に動作するためのサ
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監視） ーバ状態の確認や設定が行えること。 

キ．運用管理・バックアップサーバ（1台） 

表 11-3-7 運用管理・バックアップサーバ 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 本体形状 ラックマウント型  

 CPU（動作周波

数/コア数/3 次

キャッシュ） 

Intel Xeon プロセッサ E5-2420v2（2.20GHz/6 コア

/15MB）または同等以上の性能の CPU を 2 個搭載して

いること。 

 メインメモリ 8GB 以上であること。また，拡張可能なスロットを備

えていること。 

 内蔵 HDD 2.5 ドライブモデル，記憶容量 300GB 以上，回転数

10,000rpm 以上，接続インターフェース SAS（6Gb/s）

または同等以上の性能を有しているもの 4台。また，

RAID5 で構成し，HDDの 1 台に障害があっても稼働が

継続でき，活性交換が行えること。また、HDD増設に

よる拡張が可能であること。 

 光学ドライブ DVD-ROM，CD-ROM の読み込みが可能な光ディスクドラ

イブを内蔵していること。 

 標準インター

フェース 

以下のインターフェースを有すること。 

・1000BASE-T 対応の LAN ポート×4以上 

・アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×2以上 

・シリアルポート(RS-232C/D-Sub9 ピン)×1以上 

・USB ポート×9以上 

・Fibre Channel コネクタ×1以上 

・SFF-8088×1以上、7-pin 

 ファイバチャ

ネル 

「エ．ストレージ装置」との接続インターフェースと

して，8Gbps 以上のファイバチャネルポートを有して

いること。  

 内蔵 RDX 1TB 以上の記憶容量を有すること。  

 データカート

リッジ 

RDXのデータカートリッジ1TBのデータカートリッジ

を有していること。 

 電源装置及び

FAN 

電源装置及びFANは冗長化により2個以上搭載してい

ること。電源装置は 80 PLUS(R) Titanium を取得した

省電力なものとすること。また，活性交換ができるこ
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と。 

入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）、コンセ

ント形状は二極並行アース付であること。 

ソフトウェア   

 OS 指定 Microsoft Windows Server 2012 Standard  

 ジョブ管理 指定 WebSAM JobCenter SV(T0) R13.1  

 システムバッ

クアップ 

以下のバックアップソフトウェアと同等以上とし， 

「ク．バックアップテープ装置」への直接システムバ

ックアップ及び復元が可能なこと。  

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows   Japanese

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Enterprise 

Mojule-Japanese 

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Disaster 

Recovery Option - Japanese 

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Agent for 

Open Files - Japanese 

 ハードウェア

監視（リモート

監視） 

ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU，メモリ，

HDD，電源装置など本機器が正常に動作するためのサ

ーバ状態の確認や設定が行えること。 

ク．バックアップテープ装置（1台） 

表 11-3-8 バックアップテープ装置 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 テープドライ

ブ 

LTO Ultrium4 規格（非圧縮時 800GB，圧縮時 1600GB）

のメディアに書き込み及び読み込み可能なドライブ

を 1 台以上搭載していること。 

 搭載メディア 9 巻以上搭載可能であること。また，カートリッジマ

ガジン等を搭載し，自動でメディアの交換が行えるこ

と。 

 インターフェ

ース 

「キ．運用管理・バックアップサーバ」と SAS 接続が

できること。 

 電源 入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）であるこ

と。 
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ケ．休日参照サーバ（1台） 

表 11-3-9 休日参照サーバ 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 本体形状 ラックマウント型  

 CPU（動作周波

数/コア数/3 次

キャッシュ） 

Intel Xeon プロセッサ E5-2407v2（2.40GHz/4 コア

/10MB）または同等以上の性能の CPU を 1 個搭載して

いること。 

 メインメモリ 16GB 以上であること。また，拡張可能なスロットを

備えていること。 

 内蔵 HDD 2.5 ドライブモデル，記憶容量 300GB 以上，回転数

10,000rpm 以上，接続インターフェース SAS（6Gb/s）

または同等以上の性能を有しているもの 4台。また，

RAID5 で構成し，HDDの 1 台に障害があっても稼働が

継続でき，活性交換が行えること。また、HDD増設に

よる拡張が可能であること。 

 光学ドライブ DVD-ROM，CD-ROM の読み込みが可能な光ディスクドラ

イブを内蔵していること。 

 標準インター

フェース 

以下のインターフェースを有すること。 

・1000BASE-T 対応の LAN ポート×4以上 

・アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×2以上 

・シリアルポート(RS-232C/D-Sub9 ピン)×1以上 

・USB ポート×9以上 

 電源装置及び

FAN 

電源装置及びFANは冗長化により2個以上搭載してい

ること。電源装置は 80 PLUS(R) Titanium を取得した

省電力なものとすること。また，活性交換ができるこ

と。 

入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）、コンセ

ント形状は二極並行アース付であること。 

ソフトウェア   

 OS 指定 Microsoft Windows Server 2012 Standard  

 CAL 指 定  Microsoft Windows Server 2012 Remote 

Desktop Services Client Access License 

全部で5ライセ

ンス 

 仮想化 指定 Citrix XenApp Advanced Edition  同時接続ラ

イセンス 

全部で5ライセ

ンス 

 データベース 指定 Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition
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※Microsoft SQL Server 2008R2 Standard Edition

へのダウングレード媒体が添付されていること。 

 オフィスアプ

リケーション 

指定 Microsoft Office Professional 2013  

 システムバッ

クアップ 

以下のバックアップソフトウェアと同等以上とし， 

「ク．バックアップテープ装置」への直接システムバ

ックアップ及び復元が可能なこと。 

・CA ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows 

- Japanese 

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows Agent for 

Open Files - Japanese 

 ハードウェア

監視（リモート

監視） 

ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU，メモリ，

HDD，電源装置など本機器が正常に動作するためのサ

ーバ状態の確認や設定が行えること。 

コ．コールセンター緊急用サーバ（1台） 

表 11-3-10 コールセンター緊急用サーバ 

区分 諸元 備考 

ハードウェア  

 本体形状 ラックマウント型  

 CPU（動作周波

数/コア数/3 次

キャッシュ） 

Intel Xeon プロセッサ E5-2407v2（2.40GHz/4 コア

/10MB）または同等以上の性能の CPU を 1 個搭載して

いること。 

 メインメモリ 32GB 以上であること。また，拡張可能なスロットを

備えていること。 

 内蔵 HDD 2.5 ドライブモデル，記憶容量 300GB 以上，回転数

10,000rpm 以上，接続インターフェース SAS（6Gb/s）

または同等以上の性能を有しているもの 4台。また，

RAID5 で構成し，HDDの 1 台に障害があっても稼働が

継続でき，活性交換が行えること。また、HDD増設に

よる拡張が可能であること。 

 光学ドライブ DVD-ROM，CD-ROM の読み込みが可能な光ディスクドラ

イブを内蔵していること。 

 標準インター

フェース 

以下のインターフェースを有すること。 

・1000BASE-T 対応の LAN ポート×4以上 

・アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×2以上 
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・シリアルポート(RS-232C/D-Sub9 ピン)×1以上 

・USB ポート×9以上 

 外付けバック

アップ装置 

記憶容量1.44MB以上，USB2.0インターフェースを備え

ているFlash FDDであること。 

 無停電電源装

置 

ラックマウント型，常時商用方式であること。 

定格容量は 1500VA/980W  AC100V であること。 

 電源装置及び

FAN 

電源装置及びFANは冗長化により2個以上搭載してい

ること。電源装置は 80 PLUS(R) Titanium を取得した

省電力なものとすること。また，活性交換ができるこ

と。 

入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）、コンセ

ント形状は二極並行アース付であること。 

ソフトウェア   

 OS 指定 Microsoft Windows Server 2012 Standard  

 データベース 指定 Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition

※Microsoft SQL Server 2008R2 Standard Edition

へのダウングレード媒体が添付されていること。 

 CAL 指定 Microsoft Windows Server 2012 Remote 

Desktop Services Client Access License 

全部で 30 ライ

センス 

 電源管理 無停電電源装置(UPS)の運用をサーバに導入すること

で停電発生時にシステムを安全にシャットダウンさ

せる機能を有すること。 

 オフィスアプ

リケーション 

指定 Microsoft Office Professional 2013  

 ハードウェア

監視（リモート

監視） 

ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU，メモリ，

HDD，電源装置など本機器が正常に動作するためのサ

ーバ状態の確認や設定が行えること。 

サ．レイヤー3スイッチ（2台） 

表 11-3-11 レイヤー3スイッチ 

区分 諸元 備考 

 LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の LAN ポー 

トを 24 個以上有していること。 

 性能 ・スイッチファブリックが 160Gbps 以上であること。

・フォワーディングレートが 65.5Mpps 以上であるこ

と。 
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 AutoMDI/MDI-X 通信している相手のポートが，MDI か MDI-X かを自 

動判別して，それに見合った方法で接続できること。

 電源 入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）であるこ

と。 

シ．レイヤー2スイッチ（2台） 

表 11-3-12 レイヤー2スイッチ 

区分 諸元 備考 

 LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の LAN ポー 

トを 24 個以上有していること。 

 性能 ・スイッチファブリックが 176Gbps 以上であること。

・フォワーディングレートが 41.7Mpps 以上であるこ

と。 

 AutoMDI/MDI-X 通信している相手のポートが，MDI か MDI-X かを自

動判別して，それに見合った方法で接続できること。

 電源 入力電圧（周波数）は AC100V（50 / 60Hz）である

こと。 

ス．ラック関連機器 

表 11-3-13 ラック関連機器 

区分 諸元 備考 

 ラックコンソ

ール 

17 インチ以上の液晶ディスプレイ，キーボード，マ

ウスを有していること。  

本表の「KVM スイッチ」に記載の各サーバを切り替

えにより操作及び表示が行えること。  

 KVM スイッチ 「ア．AP/DB サーバ」，「イ．バックアップサーバ」、

「ウ．DB サーバ」，「エ．ストレージ装置」、「オ．バ

ッチ・帳票出力サーバ」，「カ．統計(EUC)サーバ」，「キ．

運用管理・バックアップサーバ」，「ケ．休日参照サ

ーバ」，「コ．コールセンター緊急用サーバ」および

本表の「ラックコンソール」と接続できること。 

また，接続ケーブルも含むこと。  

本表の「ラックコンソール」とカスケード接続が可

能であること。 
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セ．パッケージソフトウェア 

表 11-3-14 パッケージソフトウェア 

数量 

業務システム  

 指定 Ｈｙｐｅｒ－Ａｑｕａ 

（日本電気社製） 

1 式 

(4) 調達機器仕様の補足事項 

ア. ソフトウェアはサーバ台数に必要な数量を納入するものとし，CPU ライセンスなどもあ

わせて納入すること。ただし，数量の指定のあるものは指定された数量を納入すること。 

イ. ソフトウェアの種類ごとに，インストール媒体とマニュアルを最低 1セット用意するこ

と。なお，言語は日本語版を用意すること。 



賃 貸 借 契 約 書 

新潟市水道局（以下「甲」という。）と            （以下「乙」という。）は，

下記の賃貸借について，次のとおり契約を締結する。

１ 件名及び数量  料金システム機器リース及び保守 一式（別紙仕様書による。） 

２ 履行期間    平成２６年１１月 １日  から 平成３１年１０月３１日まで 

３ 履行場所    新潟市水道局指定場所（別紙仕様書のとおり。） 

４ 契約金額    金             円 

（うち消費税及び地方消費税額  金        円 ） 

   ※各月の支払額については別表のとおりとする。 

 ５ 契約保証金   免 除   

６ 特約条項    別紙のとおり 

７ その他      

   この契約を証するため，本書を２通作成し，甲乙両者が記名押印の上，各自１通を保有 

するものとする。 

      年  月  日 

甲  新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

   新潟市水道局 

新潟市水道事業管理者 

水道局長       元井 悦朗  印 

乙 

（案）



別表
（単位：円）

平成26年度

リース料等
消費税額及び
地方消費税額 計

１１月

１２月

１月

２月

３月

平成27年度から平成30年度

リース料等
消費税額及び
地方消費税額 計

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

平成31年度

リース料等
消費税額及び
地方消費税額 計

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

月

額

合計

月

額

月

額



賃貸借契約条項 

（目的）  

第１条 乙は甲に対して，この契約の条項にしたがって，別紙「料金システム機器リース及び保

守仕様書」の機器を賃貸し，甲は乙に対して賃借料及び保守料（以下「リース料等」という。）

を支払う。

（リース料等）

第２条 機器のリース料等は，別表のとおりとする。ただし，月の中途において機器の引渡日が

定まった場合及び契約の全部又は一部を解除し，若しくは乙の責めに帰すべき事由又は第１６

条第２項による天災，火災，盗難，その他両者の責めに帰すことのできない事由により，甲が

機器を使用できなかったときは，甲が乙に支払うべきその月分のリース料等は，その月の暦日

数に基づく日割計算によって算定した額とする。

（リース料等の請求及び支払い）

第３条 乙は，リース料等の当月分を翌月以降に，甲に対して請求することができる。

２ 前項の請求は，甲が当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければすることがで

きない。

３ 甲は，前２項の定めによる請求があったときは，請求を受けた日から３０日以内にリース料

等を乙に支払わなければならない。

４ 乙は，甲の責めに帰すべき事由により，前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった

ときは，当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）

第８条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができ

る。

（公租公課）  

第４条 この機器に係る公租公課は，乙の負担とする。 

（契約保証金）

第５条 新潟市水道局契約規程第３２条により契約保証金を納めなければならない。ただし，新

潟市水道局契約規程第３３条の各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部を免除する。

（権利義務の譲渡の禁止）

第６条 乙は，この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，若しくは承継させ，又

は担保に供してはならない。ただし，あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限り

でない。

（再委託の禁止）

第７条 乙は，業務を第三者に再委託してはならない。ただし，あらかじめ甲の書面による承諾

を受けたときはこの限りでない。

（検査及び引渡し） 

第８条 乙は，契約期間の始期までに甲の指定した場所に機器を設置し，甲が使用できる状態に

調整したのち，甲の指定する検査員の検査を受け，引き渡すものとする。 

２ 前項の検査の結果，甲が合格と認めないときは，乙は甲の指定する期間内に機器の取替え又

は補修をしなければならない。 

３ 第１項の検査に要する費用は乙の負担とする。 

４ 機器の引渡しは，引渡場所において第１項の検査に合格したときをもって完了する。 

（納入，設置費用の負担）

第９条 この契約に基づく機器の納入，設置及びその他この契約を履行するために要するすべて

の費用は，乙の負担とする。 

２ 乙は，機器に乙の所有に属する旨の表示をするものとする。 

（延滞違約金） 

第１０条 乙はその責めに帰すべき事由によって，この契約に定める期日にこの契約の目的物を



甲の使用に供しないときは，延滞１日につき契約金額の１，０００分の１に相当する額を延滞

違約金として甲に支払わなければならない。 

（機器の使用管理） 

第１１条 甲は，機器を善良な管理者の注意をもって使用管理しなければならない。 

（機器の保守補修等）  

第１２条 乙は，この契約の機器を常に良好な状態で甲の使用に供するため，取替え，補修その

他の措置を講じなければならない。 

２ 前項に要する費用は全て乙の負担とする。ただし，当該保守の実施に際し要する電力料金そ

の他の動力等の消耗品は甲の負担とする。 

 （瑕疵担保責任） 

第１３条 乙は，契約期間中における機器の隠れた瑕疵について，担保の責任を負わなければな

らない。

（立入権及び秘密保持）

第１４条 乙は，その従業員を機器の納入，設置，調整修理等のために機器の設置場所に立ち入

らせることができる。 

（他の機械器具の取付け及び機器の移転） 

第１５条 甲は，機器に他の機械器具を取付け，又は設置場所を変更するときは，あらかじめ乙

の承諾を得るものとし，これに要する費用は，甲の負担とする。 

２ 乙は，前項の他の機械器具の取付けが機器の保守修理の費用を増大させ，所定の保守修理が

できないとき，又は機器の正常円滑な操作若しくは機器の機能に支障を与えるものと判断した

ときは，これを承認しないことができる。 

（機器の損傷等）

第１６条 甲は，機器に故障が生じたときは，直ちに乙に報告しなければならない。 

２ 天災，火災，盗難，その他両者の責めに帰すことのできない事由により機器が滅失，損傷し

た場合の費用の負担については，甲乙協議の上詳細を決定する。 

（損害保険）  

第１７条 乙は，契約期間中の機器について，乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の機器に対

する損害保険を付保するものとし，その費用は乙の負担とする。 

２ 保険事故が発生したときは，甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに，保険金受領に関し，

必要な一切の書類を乙に交付する。 

３ 乙は，前項の保険金を次の用途に使用するものとする。

（１） 機器を完全な状態に復元又は修理すること。

（２） 機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。

（契約の変更）

第１８条 甲は，必要と認めるときは，仕様書等の変更の内容を乙に通知して，仕様書等の内容

を変更し，又は契約の履行を中止させることができる。

２ 前項の場合において，契約金額，履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは，

甲乙協議の上，文書をもって定めるものとする。

（一般的損害）

第１９条 この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

については，乙がその費用を負担するものとする。ただし，その損害（保険等によりてん補さ

れた部分を除く。）のうち，甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては，甲が負担

する。 

２ 前項の場合，第三者との間に紛争を生じた場合においては，甲乙協力してその処理，解決に

当たるものとする。

（甲の解除権）

第２０条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，この契約を解除することができる。



 （１） 契約の締結又は履行について，不正があった場合

 （２） 履行期限までに契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合

 （３） 正当な事由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しない場合

 （４） 契約の相手方又はその代理人，支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際

してその職務の執行又は指示を拒み，妨げ，又は忌避した場合

 （５） 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方とし

て必要な資格を失った場合

（６） 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合

 （７） 役員等（乙が個人である場合はその者を，乙が法人である場合はその役員又はその支

店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２

条第６項に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有する者であると認められる場合 

（８） 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合 

（９） 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合 

（１０） 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宣を供与する等直

接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 

（１１） 乙がこの契約に係る下請契約，資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり，

その相手方が第７号から前号までのいずれかに該当することを知りながら，その相手方

と契約を締結したと認められる場合 

（１２） 乙がこの契約に関して第７号から第１０号までのいずれかに該当する者を，下請契

約，資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（前号に該当する

場合を除く。）であって，甲が乙に対して当該契約の解除を求め，乙がこれに従わなか

ったとき。 

（１３） 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反により契約の目的を達す

ることができないと認められる場合

２ 甲は，前項の規定によるほか，必要があるときは，契約を解除することができる。

３ 乙は，第１項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は，甲に対してその損失の補

償を求めることができない。

（長期継続契約における契約の変更又は解除）  

第２１条 甲は，契約期間中であっても，この契約を締結した翌年度以降において，この契約に

係る支出予算の減額又は削除があった場合は，この契約を変更又は解除することができる。

（談合その他不正行為による解除）

第２２条 甲は，乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は，この契約を解除す

ることができる。

（１） 公正取引委員会が，乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条第１項に

規定する排除措置命令，独占禁止法第５０条第１項に規定する納付命令又は独占禁止法第６

６条第４項の審決をした場合（独占禁止法第７７条第１項の規定により当該審決の取消しの

訴えが提起された場合を除く。）

（２） 乙が独占禁止法第７７条第１項の規定により前号の審決の取消しの訴えを提起し，当

該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合

（３） 乙（乙が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）について刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定した場合

２ 乙は，前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は，甲に対してその損失の補償



を求めることができない。

（解除に伴う措置）

第２３条 甲が第２０条第１項及び第２２条第１項の規定により契約を解除した場合，乙は，契

約金額の１０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければな

らない。

２ 前項の場合において，本契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供

が行われているときは，甲は，当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ

る。

３ 第１項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において，その超え

る分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。

（賠償額の予定）

第２４条 乙は，この契約に関して第２２条第１項各号のいずれかに該当するときは，業務の履

行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず，契約金額の１０分の２に相当する額の

賠償金を支払わなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，賠償金の

支払を免除する。なお，この業務が完了した後も同様とする。

（１） 第２３条第１項第１号及び第２号に掲げる場合において，審決の対象となる行為が，

独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会

告示第１５号）第６項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。

（２） 第２３条第１項第３号に掲げる場合において，刑法第１９８条の規定による刑が確定

したとき。

２ 前項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において，その超える

分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。

３ 前２項の場合において，乙が共同企業体，コンソーシアム等であり，既に解散されていると

きは，甲は，乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することがで

きる。この場合において，乙の代表者であった者及び構成員であった者は，共同連帯して前２

項の額を甲に支払わなければならない。

（乙の解除権）

第２５条 乙は，甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行

をすることができなくなったときは，甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の

中止の申出をすることができる。

２ 甲は，前項の規定による申出があったときは，契約を変更し，若しくは解除し，又は契約の

履行を中止することができる。

３ 乙は，甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは，甲に損害賠

償の請求をすることができる。

（機器の撤去） 

第２６条 乙は契約期間が満了し，又はこの契約が解除されたときは，すみやかに機器を撤去し

なければならない。 

２ 機器の撤去に要する費用については，乙の負担とする。 

（危険負担）

第２７条 業務を開始する前に生じた損害は，甲の責めに帰すべき事由による場合を除き，乙の

負担とする。

（乙の責務）

第２８条 乙は，甲に対して機器の利用技術を指導するものとし，甲が目的とする対象業務が合

理的・効果的に処理され甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。 

（個人情報の保護） 

第２９条 乙は，この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては，別記「個

人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 



（暴力団等からの不当介入等に対する措置）

第３０条 乙は，この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入（契約の適正な履

行を妨げることをいう。）又は不当な要求（事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が

認められない不当又は違法な要求をいう。）（以下これらを「不当介入等」という。）を受けた

ときは，直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。

２ 甲は，乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれが

あると認めるときは，甲乙協議の上，履行期限の延長その他の措置をとるものとする。

（法令の遵守）

第３１条 この契約の執行にあたり，甲乙は，新潟市水道局契約規程及び労働基準法，労働関係

調整法，最低賃金法その他関係法令を遵守するものとする。なお，乙は，関係監督機関から処

分，指導等があった場合は，速やかに書面で甲に報告しなければならない。

（合意管轄裁判所）

第３２条 この契約に係る訴訟については，甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専

属的管轄裁判所とする。

（疑義等の決定） 

第３３条 この契約に関し疑義が生じたときは，甲乙協議の上，決定するものとする。



別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項）

第１条 乙は，個人情報（個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，又は識別され得

るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し，この契約による業務を実施するに当た

っては，個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

（秘密の保持）

第２条 乙は，この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならな

い。この契約が終了し，又は解除された後においても，同様とする。 

（収集の制限）

第３条 乙は，この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは，その業務の目的を

達成するために必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（適正管理）

第４条 乙は，この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい，滅失及びき損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（利用及び提供の制限）

第５条 乙は，甲の指示がある場合を除き，この契約による業務に関して知ることのできた個人

情報を契約の目的以外の目的に利用し，又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止）

第６条 乙は，この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された

資料等を甲の承諾なしに複写し，又は複製してはならない。 

（資料等の返還等）

第７条 乙は，この契約による業務を処理するために甲から引き渡され，又は乙自らが収集し，

若しくは作成した個人情報が記録された資料等は，業務完了後直ちに甲に返還し，又は引き渡

すものとする。ただし，甲が別に指示したときは，その指示に従うものとする。 

（従事者への周知）

第８条 乙は，この契約による業務に従事している者に対して，在職中及び退職後において，そ

の業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと，又は 

契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど，個人情報の保護に関し必要な事項を周

知するものとする。 

（実地調査）

第９条 甲は，必要があると認めるときは，乙がこの契約による業務の執行に当たり，取り扱っ

ている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

（事故報告）

第１０条 乙は，この契約に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれのあることを知ったときは，

速やかに甲に報告し，甲の指示に従うものとする。 

（指示）

第１１条 甲は，乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について，



その取扱いが不適当と認められるときは，乙に対して必要な指示を行うことができる。 

（契約解除及び損害賠償）

第１２条 甲は，乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは，契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができる。 


